
１　予算の概要

　令和８年度一般会計予算の総額は、前年度当初予算に比べ6.3％増（51億7,200万円増）の

876億4,200万円となっている。

　歳入について、1款市税では、固定資産税や個人住民税の増などにより前年度当初比で約7

億2,700万円4.1％の増、7款地方消費税交付金は約1億6,400万円4.8％の増、11款地方交付税

は約9億8,000万円8.2％の増、15款国庫支出金は教育・保育給付費や教育情報化事業（小学

校）の増により約12億8,300万円4.8％の増、16款県支出金は安慶田中学校整備事業の増によ

り約13億9,200万円15.2％の増、18款寄附金はふるさと応援寄附金の増により約5,400万円

44.8％の増、22款市債は約2億1,300万円5.8％の増となっている。

　歳出について、2款総務費では、市議会議員及び市長選挙費の皆増や地域防災対策事業の

増により約12億1,800万円17.3％増、3款民生費では、教育・保育給付費、障害者自立支援給

付費の増や生活保護費（追加給付）の皆増により約23億5,100万円4.9％増、4款衛生費で

は、火葬場整備事業や倉浜衛生施設組合負担金（ごみ）の減により約2億4,100万円5.0％

減、6款農林水産業費では、農業施設整備事業の減により約200万円0.6％減、7款商工費で

は、情報通信産業等施設管理運営費やミュージックタウン音市場運営管理費の増により約8

億8,200万円57.4％増、8款土木費では、山内市営住宅建替事業の減や道路災害防除事業の皆

減により約12億7,700万円19.7％減、9款消防費では、常備消防費事務費や消防車両等維持管

理費の減により約5億5,800万円30.6％減、10款教育費では、教育情報化事業（小学校）、教

育情報化事業（中学校）や安慶田中学校整備事業の増により約26億8,400万円31.7％増と

なっている。



２　歳入予算の一覧
（単位：千円）

予算の説明
令和８年度

予算額
構成比
（％）

対前年度
増減額

増減率
（％）

令和７年度
予算額

1 市税
市民の皆さまに納めていただく税金です。市民税や法
人税、固定資産税などがあります。 18,650,569 21.3 727,078 4.1 17,923,491

2 地方譲与税
国の徴収する国税の一部が、一定の配分基準に従い
都道府県や市町村に譲与されるものです。 273,640 0.3 △ 4,560 △ 1.6 278,200

3 利子割交付金
預貯金の利子等に課税される県民税利子割のうち、約
3/5が市町村に交付されるものです。 21,066 0.0 15,905 308.2 5,161

4 配当割交付金
株式の配当等に課税される県民税配当割のうち、約
3/5が市町村に交付されるものです。 63,308 0.1 27,479 76.7 35,829

5
株式等譲渡所
得割交付金

株式等の譲渡益に課税される県民税株式等譲渡所得
割のうち、約3/5が市町村に交付されるものです。 90,957 0.1 22,004 31.9 68,953

6
法人事業税交
付金

県税の法人事業税のうち、7.7/100が市町村に交付さ
れるものです。 253,846 0.3 9,837 4.0 244,009

7
地方消費税交
付金

消費税率10％の内訳は消費税（国税）が7.8％、地方消
費税（都道府県税）が2.2％となっており、県税である地
方消費税のうち、1/2が市町村に交付されるものです。

3,540,376 4.0 163,540 4.8 3,376,836

8
環境性能割交
付金

県税である自動車税環境性能割のうち、約43/100が
市町村に交付されるものです。
※自動車税環境性能割が令和8年3月31日をもって廃
止となるため、令和8年3月分が交付されます。

4,297 0.0 △ 25,338 △ 85.5 29,635

9
国有提供施設
等所在市町村
助成交付金

米軍や自衛隊に使用させている国有資産等が所在す
る市町村に国から交付されるものです。 1,462,321 1.7 30,349 2.1 1,431,972

10
地方特例交付
金

国の景気対策等による恒久的減税で地方負担が生じ
た場合に、地方税の減収額を補填するため、国から交
付されるものです。

415,920 0.5 310,749 295.5 105,171

11 地方交付税
全国一律の行政サービスを一定水準で提供できるよう
地方公共団体の財源を調整・保障するため、国から都
道府県及び市町村に交付されるものです。

12,983,873 14.8 979,745 8.2 12,004,128

12
交通安全対策
特別交付金

道路交通法の反則金から定められた経費を控除した
額が、市町村に交付されるものです。 15,286 0.0 △ 1,315 △ 7.9 16,601

13
分担金及び負
担金

市が実施する特定の事業によって利益を受ける者か
ら、経費の全部または一部を徴収するものです。主な
ものに保育料などがあります。

449,212 0.5 △ 163,623 △ 26.7 612,835

14
使用料及び手
数料

市営住宅など公共施設を利用した受益者に負担しても
らうのが使用料で、各種証明書の発行など役務に対し
て負担してもらうのが手数料です。

811,903 0.9 11,752 1.5 800,151

15 国庫支出金

市の事業に対して国から交付される補助金などをいい
ます。国庫支出金は、国庫負担金（児童手当など）、国
庫補助金（道路事業など）、国庫委託金（国民年金事務
交付金など）に分類されます。

28,063,643 32.0 1,282,617 4.8 26,781,026

16 県支出金
県が特定の事務事業に要する経費の財源として市町
村に交付するものです。国庫支出金と同様に、負担
金、補助金、委託金に分類されます。

10,566,714 12.1 1,391,973 15.2 9,174,741

17 財産収入
市が所有する財産の運用で生じた収入です。（ただし、
公共施設等の使用料は除きます。）地料や基金利子収
入などがあります。

1,389,481 1.6 25,796 1.9 1,363,685

18 寄付金 市民の方々や団体などからの寄附金です。 175,079 0.2 54,189 44.8 120,890

19 繰入金
基金からの基金繰入金や特別会計の剰余金の全部ま
たは一部を一般会計の財源に充てる特別会計繰入金
などをいいます。

3,620,193 4.1 136,788 3.9 3,483,405

20 繰越金 前年度の剰余金です。 1 0.0 0 - 1

21 諸収入
他の予算科目には組み入れられない収入をまとめたも
のです。延滞金や預金利子などがあります。 885,808 1.0 △ 35,665 △ 3.9 921,473

22 市債
市の借金です。公共施設整備など臨時的に多額の費
用な必要なときや、将来の収益によって返済するほう
が公平な場合などに財源とします。

3,904,507 4.5 212,700 5.8 3,691,807

87,642,000 100.0 5,172,000 6.3 82,470,000

区　　分

合　　計



３  歳出予算の一覧

（１）目的別
（単位：千円）

予算の説明
令和８年度

予算額
構成比
（％）

対前年度
増減額

増減率
（％）

令和７年度
予算額

1 議会費
議会を運営するための費用です。議員報酬
や会議録作成にかかる経費などがありま
す。

404,729 0.5 △ 5,605 △ 1.4 410,334

2 総務費
人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計や選挙
など、他部門に分類されない事業に要する
経費です。

8,239,892 9.4 1,217,675 17.3 7,022,217

3 民生費

障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生
活保護、福祉医療、国民年金などの事業に
要する経費です。国民健康保険事業特別会
計や介護保険事業特別会計、後期高齢者
医療事業特別会計への支出も含まれます。

49,963,077 57.0 2,350,797 4.9 47,612,280

4 衛生費
健康対策、母子保健、廃棄物処理、公害対
策などの事業に要する経費です。 4,594,886 5.2 △ 240,632 △ 5.0 4,835,518

5 労働費
労働者福祉の事業に要する経費です。中小
企業勤労者等支援事業や就労等支援事業
等があります。

103,458 0.1 9,394 10.0 94,064

6
農林水産業
費

農業・畜産業・林業・水産業の育成等や振
興対策、都市農業の推進、農業基盤整備等
に要する経費です。

393,313 0.5 △ 2,436 △ 0.6 395,749

7 商工費

商工業の育成振興対策や、中小企業の助
成等に要する商工振興費、観光事業の振興
等や、沖縄全島エイサーまつりの開催に要
する経費などの観光振興費があります。

2,419,313 2.8 882,440 57.4 1,536,873

8 土木費
道路の維持、新設、改良事業等や公園整備
事業、市営住宅の維持管理費などもありま
す。

5,216,019 6.0 △ 1,277,274 △ 19.7 6,493,293

9 消防費
火災、風水害、地震、消防団活動、消防防
災対策などの事業に要する経費です。 1,266,303 1.4 △ 557,840 △ 30.6 1,824,143

10 教育費
小中学校の義務教育にかかる経費、幼稚園
費、社会教育費、保健体育費等の教育関係
の経費です。

11,157,837 12.7 2,683,869 31.7 8,473,968

11 災害復旧費
公共土木災害、農林土木災害等の事業に
要する経費です。 4 0.0 0 - 4

12 公債費
市債の元金・利子や一時借入金の利子を支
払うための経費です。 3,723,168 4.2 111,612 3.1 3,611,556

13 諸支出金
行政目的を有しない経費のみを計上する科
目です。 1 0.0 0 - 1

14 予備費

緊急を要する場合などに、予算外の支出ま
たは予算超過の支出に充てるための経費で
す。ただし、議会が否決した使途に充てるこ
とは禁止されています。

160,000 0.2 0 - 160,000

87,642,000 100.0 5,172,000 6.3 82,470,000

区　　分

合　　計



３  歳出予算の一覧

（２）性質別
（単位：千円）

予算の説明
令和8年度

予算額
構成比
（％）

対前年度
増減額

増減率
（％）

令和７年度
予算額

1 人件費
市職員及び会計年度任用職員の給与や議
員報酬、退職金などです。

12,523,115 14.3 916,557 7.9 11,606,558

2 物件費
旅費、需要費、役務費、委託料、使用料及
び賃借料などの経費です。

11,993,388 13.7 1,179,560 10.9 10,813,828

3 維持補修費
市が管理する公共用施設の効用を維持す
るための経費です。

363,445 0.4 85,016 30.5 278,429

4 扶助費
社会福祉制度の一環として生活困窮者、高
齢者、児童、心身障がい者等に対して行っ
ている様々な支援に要する経費です。

37,799,379 43.1 1,635,880 4.5 36,163,499

5 補助費等
各種団体に対する助成金や一部事務組合
への負担金などの経費です。

4,400,307 5.0 △ 364,271 △ 7.6 4,764,578

6
普通建設事
業費

道路の新設や施設の増改築・新設などの建
設事業に要する経費です。

9,991,548 11.3 1,247,191 14.3 8,744,357

7
災害復旧事
業費

降雨、暴風、地震などの災害により被災した
施設を復旧するための経費です。

4 0.0 0 - 4

8
失業対策事
業費

多数の失業者の発生に対処して、臨時的に
就業の機会を与えるために行う事業に係る
経費です。

0 0.0 0 - 0

9 公債費
市債の元金・利子や一時借入金の利子を支
払うための経費です。

3,723,168 4.3 111,612 3.1 3,611,556

10 積立金
財政運営を計画的にするため、または財源
に余裕がある場合に、年度間の財源変動に
備えて積み立てる経費です。

1,037,645 1.2 223,614 27.5 814,031

11
投資及び出
資金

公益上必要性の高い会社の株式の取得な
どに要する経費です。このほか、財団法人
設立の際の出捐金や、開発公社などへの出
資も該当します。

0 0.0 0 - 0

12 貸付金
地方公共団体が民間等に対し、必要な資金
の貸付けを行う事業に係る経費です。

8,036 0.0 △ 2,000 △ 19.9 10,036

13 繰出金
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互
に資金運用をするための経費です。

5,641,965 6.5 138,841 2.5 5,503,124

14 予備費

緊急を要する場合などに、予算外の支出ま
たは予算超過の支出に充てるための経費で
す。ただし、議会が否決した使途に充てるこ
とは禁止されています。

160,000 0.2 0 - 160,000

87,642,000 100.0 5,172,000 6.3 82,470,000

区　　分

合　　計



４  各会計の予算額

（単位：千円）

会計 令和8年度当初予算額

一般会計 87,642,000

土地区画整理事業特別会計 453,359

国民健康保険事業特別会計 17,340,033

介護保険事業特別会計 11,739,127

後期高齢者医療事業特別会計 2,254,218

水道事業会計 5,618,469

下水道事業会計 4,503,013

合計 129,550,219


